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論 説 

 

移転価格税制における独立企業間価格の要件事実 

 

 

駿河台大学法科大学院教授 

今 村  隆 
 
◆SUMMARY◆ 
 

要件事実論は、訴訟における言語あるいは論理学ともいわれ、民事訴訟や行政訴訟におい

て重要な役割を果たしているが、その点は課税訴訟においても同様である。 
本稿は、税大ジャーナル第 4 号（2006 年 11 月発刊）に「課税訴訟における要件事実論の

意義」を、また、第 10 号（2009 年 2 月発刊）に「再論・課税訴訟における要件事実論の意

義」をそれぞれ発表され、課税訴訟に本格的な要件事実論を持ち込むことを研究テーマの一

つとされている筆者が、 近の移転価格税制における 4 つの重要な裁判例を素材に、①独立

企業間価格の算定方法の優劣についての立証責任、②「基本三法に準ずる方法」あるいは「基

本三法に準ずる方法と同等の方法」の要件事実、③独立企業間価格における幅の有無、④比

較対象取引との差異の存在とその調整の要否など、主要論点の検討を通じて、移転価格税制

における要件事実の全体像を論じたものである。 
（税大ジャーナル編集部） 
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はじめに 

要件事実論は，法律論における論理学とい

ってもいいもので，民事訴訟や行政訴訟にお

いて重要な役割を果たしているが，その点課

税訴訟も同様である。そのような観点で，筆

者は，これまで「課税訴訟における要件事実

論」ということでいくつか論文を書いてきた

(1)。しかし，これまで移転価格税制について

は，個別の論点についての論文を書いたもの

の(2)，全体像を検討したまとまったものを公

表するのは控えてきた。それは，移転価格税

制の場合には，比較対象取引の比較可能性を

検討するに当たり機能分析やリスク分析が重

要であるように，経済学的な観点での検討も

要求され，法的な視点の分析で解明できるか

が問題となり，要件事実論を考える上で非常

に扱いにくい分野であるからである。 
そうではあったが， 近，いくつかの重要

な裁判例が出されるに至り，要件事実論に絡

む移転価格税制におけるいくつかの論点が浮

かび上がってきた。すなわち，我が国におい

て移転価格税制に関する事件でこれまで判決

があったのは，①松山地裁平成 16 年 4 月 14
日判決（訟月 51 巻 9 号 2395 頁(3)），②東京

地裁平成 18 年 10 月 26 日判決（訟月 54 巻 4
号 922 頁(4)），③東京地裁平成 19 年 12 月 7
日判決（訟月 54 巻 8 号 1652 頁(5)），④大阪

地裁平成 20 年 7 月 11 日判決（判例タイムズ

1289 号 155 頁(6)）の 4 件であり，以下，それ

ぞれ対象となっている国外関連取引に着目し

て，①を「船舶事件」，②を「金利事件」，③

を「ソフト事件」，④を「電気部品事件」と略
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称するが，これらの裁判例において，①独立

企業間価格の算定方法の優劣についての立証

責任，②「基本三法に準ずる方法」あるいは

「基本三法に準ずる方法と同等の方法」の要

件事実，③独立企業間価格における幅の有無，

④比較対象取引との差異の存在とその調整の

要否といった論点について判断がなされるに

至った(7)。 
そして筆者は， 近これらのテーマで講演

する機会もあり(8)，このテーマについての考

えもまとまってきたことから，これらの裁判

例を素材として，まず移転価格の課税要件を

整理した上，上記論点のうち③及び④の論点

について検討し（第 2 の 2 及び 4），次いで，

②及び①の論点について順次検討し（第 3 及

び第 4），移転価格税制の要件事実の全体像に

ついて論じることとしたい。 
 

第１ 移転価格税制の課税要件 

１ 移転価格税制の課税要件の概要 

移転価格税制の課税要件については，下記

のとおり，租税特別措置法（以下「措置法」

という。）66 条の 4 第 1 項が基本となる要件

を規定している。 
  
法人①が，昭和 61 年 4 月 1 日以後に開始

する各事業年度において，当該法人に係る国

外関連者②（外国法人で，当該法人との間に

いずれか一方の法人が他方の法人の発行済

株式又は出資（…）の総数又は総額の 100
分の 50 以上の数又は金額の株式又は出資を

直接又は間接に保有する関係その他の政令

で定める特殊の関係（…）のあるものをいう。

以下この条において同じ。）との間で資産の

販売，資産の購入，役務の提供その他の取引

③を行つた場合に，当該取引（…以下この条

において「国外関連取引」という。）につき，

当該法人が当該国外関連者から支払を受け

る対価の額が独立企業間価格に満たないと

き，又は当該法人が当該国外関連者に支払う

対価の額が独立企業間価格を超えるとき④

は，当該法人の当該事業年度の所得及び解散

（…）による清算所得（…）に係る同法その

他法人税に関する法令の規定の適用につい

ては，当該国外関連取引は，独立企業間価格

で行われたものとみなす。（アンダーライン

筆者）  
 
すなわち，移転価格税制の課税要件は，上

記アンダーライン部分であり，①納税義務者

が法人であること，②相手方が国外関連者（外

国法人で，当該法人との間にいずれか一方の

法人が他方の法人の発行済株式の総数又は出

資金額の 100 分の 50 以上の株式の数又は出

資の金額を直接又は間接に保有する関係その

他特殊の関係のあるもの）であること，③納

税義務者と相手方の国外関連取引（上記②の

ものとの資産の販売，資産の購入，役務の提

供，その他の取引）であること，④国外関連

者から支払を受ける対価の額が独立企業間価

格に満たないこと，又は 支払う対価の額が独

立企業間価格を超えることの 4 つである。 
これらの課税要件のうち，無形資産の移転

の場合には，③の国外関連取引に当たるか否

かが問題となるものの，実務上 も問題とな

るのは，④の独立企業間価格と異なるか否か

である。そこで，以下，独立企業間価格であ

るための要件を検討することとする。 
２ 独立企業間価格の要件 

(1) 棚卸資産の販売又は購入 

ア 概要 
国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入の

場合，独立企業間価格は，以下の 4 つの方法

のいずれかによって算定した金額である（措

置法 66 条の 4 第 2 項 1 号）。すなわち，①独

立価格比準法（措置法 66 条の 4 第 2 項 1 号

イ），②再販売価格基準法（同号ロ），③原価

基準法（同号ハ），④その他の方法（同号ニ）

である。①ないし③の方法を「基本三法」と

いい，④の方法は，①ないし③の方法を用い



税大ジャーナル 12 2009. 10 

14 

ることができない場合に限って用いることが

できることとされている（同号柱書中の括弧

書き）。そして，我が国では，基本三法以外の

第 4 の方法として，①基本三法に準ずる方法

（措置法 66 条の 4 第 2 項 1 号ニ）と②政令

で定める方法（同号ニ）を認めており，政令

で定める方法として，(ⅰ)利益分割法（措置

法施行令 39 条の 12 第 8 項 1 号），(ⅱ)取引

単位営業利益法（同項 2,3 号），(ⅲ)取引単位

営業利益法に準ずる方法（同項 4 号）が認め

られている。 
これらの算定方法のうち基本三法に係る比

較対象取引の要件は，以下のとおりである。 
イ 独立価格比準法 
独立価格比準法は，比較対象取引の対価の

額を独立企業間価格とするものであり，措置

法 66 条の 4 第 2 項 1 号イは，この比較対象

取引であるための要件として，①特殊の関係

にない売手と買手との取引であること，②国

外関連取引と同種の棚卸資産であること，③

国外関連取引と同様の状況の下で売買した取

引であることと 3 つの要件を規定している。 
なお，措置法 66 条の 4 第 2 項 1 号イは，

括弧書きで，「当該同種の棚卸資産を当該国外

関連取引と取引段階，取引数量その他に差異

のある状況の下で売買した取引がある場合に

おいて，その差異により生じる対価の額の差

を調整できるときは，その調整を行つた後の

対価の額を含む。」と規定している。これは，

比較対象取引が国外関連取引と差異がある場

合でも，それが調整可能な差異であれば，こ

れを比較対象取引とすることができる旨を規

定するものであり，課税要件としてみると，

上記③の課税要件と選択的なもう 1 つの課税

要件と考えることができる。そうすると，上

記③として，「又は」として，「差異のある状

況の下での売買であるが，調整可能であり，

調整後の対価の額であること」を付け加える

こととなる。 
ウ 再販売価格基準法 

再販売価格基準法は，国外関連者からの購

入価格を算定するに当たり，非関連者に対す

る再販売価格を基準にして，この価格から比

較対象取引における通常の利潤の額を控除す

ることにより計算し直した金額を独立企業間

価格とするものであり（措置法 66 条の 4 第 2
項 1 号ロ），措置法施行令 39 条の 12 第 6 項

は，通常の利潤の算定の基礎となる通常の利

益率の算定方法を示しているが，ここから比

較対象取引であるための要件を読み取ること

ができる。すなわち，①特殊の関係にない者

から購入し非関連者に対して販売した取引で

あること，②国外関連取引と同種又は類似の

棚卸資産であること，③売手の果たす機能そ

の他に差異が存在しないこと，又は，「機能そ

の他に差異が存在するが，調整可能であり，

調整後の割合であること」の 3 つである。 
エ 原価基準法 
原価基準法は，国外関連者に対する販売価

格を算定するに当たり，非関連者からの仕入

れ等の原価の額を基準として，この原価の額

に比較対象取引における通常の利潤の額を加

算することにより計算し直した金額を独立企

業間価格とするものであり（措置法 66 条の 4
第 2 項 1 号ハ），通常の利潤の算定の基礎と

なる通常の利益率の算定方法を示す措置法施

行令 39 条の 12 第 7 項は，この比較対象取引

であるための要件として，①非関連者からの

購入又は製造等により取得し非関連者に対し

て販売した取引であること，②国外関連取引

と同種又は類似の棚卸資産であること，③売

手の果たす機能その他に差異が存在しないこ

と，又は，「機能その他に差異が存在するが，

調整可能であり，調整後の割合であること」

の 3 つである。 
(2) 棚卸資産の販売又は購入以外の取引 

以上が国外関連取引が棚卸資産の販売又は

購入の場合の独立企業間価格であるが，これ

以外の取引の場合，前記(1)アの 4 つの方法と

同等の方法によって，独立企業間価格を算定
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するとされている（措置法 66 条の 4 第 2 項 2
号イ，ロ）。 

 
第２ 基本三法による場合の独立企業間価

格の要件事実 

１ 概要 

納税義務者である法人が申告をしたのに対

し，課税庁が独立企業間価格に基づいて更正

処分をした場合，この法人が原告となってこ

の更正処分の取消訴訟を提起したとする。こ

の場合，原告は，請求原因事実として，①当

該更正処分の存在，②この更正処分が違法で

あることを主張・立証しなければならないが，

更正処分の適法性について，被告が立証責任

を負うことから，②の更正処分の違法性につ

いては，「当該更正処分が違法である。」との

抽象的主張で足りる。一方，課税庁の方では，

更正処分の適法性について具体的に主張・立

証する必要があり，更正処分の適法性は，課

税庁に立証責任があり，抗弁ということにな

る。課税庁が基本三法によって算定した独立

企業間価格に基づいて当該更正処分の適法性

を主張・立証するための要件事実について，

第 1 の課税要件の検討に基づいて，以下検討

する。 
２ 独立価格比準法―独立企業間価格の「幅」 

(1) 独立価格比準法による場合の要件事実 

独立価格比準法の場合，課税庁の抗弁事実

は，右図のとおりとなる。課税庁が独立価格

比準法で独立企業間価格を主張・立証するに

当たり，比較対象取引の存在を主張・立証す

るだけでは足りず，そもそも移転価格税制の

適用対象とする国外関連取引の存在について

も主張・立証する必要がある。国外関連取引

が存在して初めて移転価格税制の適用が問題

となるのであり，これも更正処分の適法性を

基礎付ける事実の 1 つだからである。 

（抗弁） 
（国外関連取引の存在） 
①売買契約（目的物，価格） 
②引渡し 

（比較対象取引の存在） 
①特殊の関係にない売手と買手との取引で

あること 
②本件国外関連取引と同種の棚卸資産であ

ること 
③本件国外関連取引と同様の状況の下で売

買した取引であること 
or 
③'本件国外関連取引と差異のある状況の下

での売買であるが，価格差の調整が可能

であり，その調整の合理性を基礎付ける

事実 
 
ここで「同種」とは，資産の性状・構造・

機能等の面で，物理的・化学的な相当程度の

類似であることであり，「同様の状況の下で」

とは，取引の段階，数量，時期，引渡条件，

支払条件及び取引市場等について類似である

ことであり，「差異」とは，当該差異が取引価

格の差に表れていることが客観的に明らかで

ある場合に限るとされている(9)。 
なお，国外関連取引の要件事実として，上

記ブロック・ダイアグラムにおいて，①売買

契約だけでなく，②引渡しも加えているのは，

措置法 66 条の 4 第 1 項で規定されている国

外関連取引は，「取引」であり，単に契約をし

ているだけでは足りず，その契約が実現して

いることを要するからである(10)。 
(2) 独立企業間価格の「幅」 

ところで，課税実務上は，独立企業間価格

の算定に当たり，ある程度「幅」の考え方が

採られているように思われる(11)。そこで，訴

訟上も，このような「幅」の考え方を導入す

るかが問題となる。この点が争われたのが，

船舶事件の松山地裁平成 16年 4月 14日判決

の事案である。この事件の事案の概要は，以
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下のとおりである。 
ア 事案の概要 
Ｘ社は，船舶の製造及び修繕等を業とする

株式会社であるが，平成 4 年 3 月期及び同 6
年 3 月期において，前後 5 回にわたり，国外

関連者Ａ社ほか 4 社からそれぞれ船舶建造を

請け負い，船舶建造をしてＡ社ほか 4 社に引

き渡した。なお，Ａ社ほか 4 社は，Ｘ社及び

そのグループ企業が無税国であるパナマ共和

国に設立したペーパーカンパニーである。 
Ｘ社は，いずれの取引においても，その請

負契約の代金額（下図①30 億円）で法人税の

益金の計算をして申告したが，これに対し，

Ｙ税務署長は，いずれの取引においても，下

図のとおり，当該取引にもっとも近接するＸ

社と非関連者との取引を比較対象取引とし，

適宜再調整を行って，独立企業間価格（30 億

円＋4 億 8605 万円）を算定して更正処分を

した 
 

 
 
 
 
 
 
 
イ 判旨 
この事件において，Ｘ社は，更正処分の 34

億円余りは，「幅」の範囲内である旨の主張を

した。ここで，「幅（range）」といっても，

いくつか異なる概念があり，「幅」については，

①複数の算定方法間の価格の違い，②同一の

算定方法において異なる比較対象取引を用い

ることによる価格の違い，③同一の算定方法

において比較対象取引を絞り込んだ結果の価

格における幅（安全帯）の 3 つの概念がある。 
OECD ガイドラインは，独立企業間価格幅

（arm's length range）の定義として，「関連

者間取引の条件が独立企業間のものかどうか

を確証するために受け入れ可能な数値の幅を

いい，それらの数値は，複数の比較対象取引

のデーターに同一の移転価格の算定方法を適

用して得られるか，又は異なる移転価格の算

定方法を適用して得られる。」と規定している

(12)。すなわち，OECD は，上記①及び②の概

念を採用していることとなる。一方，アメリ

カ財務省規則は， 適方法ルール（best 
method rule）を採用していることから，上

記①の場合はあり得ないこととなり，同規則

で，「独立企業間レンジは，通常， 適方法ル

ールの下で選択された単一の価格算定方法を

類似する比較可能性と信頼性をもつ 2 つ以上

の非関連者間取引に適用することにより決定

される。」（§1.482-1(e)(2)(ⅰ)）と規定し(13)，

上記②の概念を採用している。 
これに対し，Ｘ社が主張したのは，上記③

の「幅」の概念である。控訴審の高松高裁平

成 18 年 10 月 13 日判決(14)は，「移転価格税制

は，当該取引の対価と独立企業間価格に差異

があって，その差異があることで法人の所得

が減少している場合に，当該取引が独立企業

間価格で行われたものとみなして，所得計算

を行うものであるから，独立企業間価格は，

特別措置法 66 条の 4 が定める算定方法に基

づき，一義的に定められるものというべきで

ある。そして，本件の船舶建造請負取引のよ

うに，比較対象取引となり得る取引が限定さ

れ，あるいは，比較対象取引の候補となり得

る取引が複数存在しても，その比較可能性に

明らかな差があり，容易に比較対象取引を 1
つに絞り込むことが可能である場合には，上

記『幅』の概念を用いるまでもなく， も比

較可能性の高い取引を比較対象取引として独

立企業間価格を算定することができる。」（ア

ンダーライン筆者）と判示し，上記③の意味

での「幅」の採用を否定した。 
ウ 検討 
上記高松高裁判決の判旨に対し，上記③の

意味での「幅」を認めるべきとの有力な見解

Ａ社ほか 4 社 
(パナマ所在の子会社) 

Ｘ社 
①30 億円 

Ｂ社 

船舶請負 
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(15)もある。この点，所得税や法人税における

所得金額や固定資産税における固定資産の価

格の算定でも，「幅」があるのではないかとの

議論もあり得るが，所得金額や価格は，1 つ

の金額に収斂するはずであるとされ，訴訟実

務上は，「幅」の概念は採られていない。所得

金額や固定資産の価格は，あくまでも「真実

の金額」があるとの前提での議論であるのに

対し，移転価格税制における独立企業間価格

は，法律上の算定方法によって「みなす」と

された金額であり，その点確かに違いはある

が，訴訟実務において，独立企業間価格に上

記③の意味での「幅」の概念を採り入れると，

例えば，独立企業間価格を 10 億円とした場

合，その「幅」が＋－1 億円なのか＋－2 億

円なのかを決定する規範はなく，判決をする

ことができなくなってしまう。したがって，

立法論として，安全帯（safety zone）という

意味で，「幅」の算定方法を規定するのであれ

ばともかく，訴訟実務では，現時点では採り

得ない考え方であろう。 
なお，「幅」のうち上記①及び②の概念は，

いずれも算定方法間の優劣の問題であり，第

4 で論じることとしたい。 
３ 再販売価格基準法 

再販売価格基準法の場合，課税庁の抗弁事

実は，下図のとおりとなる。課税庁が再販売

価格基準法で独立企業間価格を主張・立証す

るに当たり，前記 2 の独立価格比準法と同様，

比較対象取引の存在を主張・立証するだけで

は足りず，国外関連取引及び再販売取引の存

在についても主張・立証する必要がある。 
 

（抗弁） 
（国外関連取引の存在） 
①売買契約（目的物，価格） 
②引渡し 

（再販売取引の存在） 
①売買契約（目的物，価格） 
②引渡し 

（売上総利益率算定のための比較対象取引

の存在） 
①特殊の関係にない者から購入し非関連者

に対して販売した取引であること 
②本件国外関連取引と同種又は類似の棚卸

資産であること 
③本件国外関連取引における売手の果たす

機能その他に差異が存在しないこと 
or 
③'本件国外関連取引における売手の果たす

機能その他に差異が存在するが，調整が

可能であり，その調整後の割合の合理性

を基礎付ける具体的事実 
 

４ 原価基準法―差異の調整 

(1) 原価基準法による場合の要件事実 

原価基準法の場合，課税庁の抗弁事実は，

下図のとおりとなる。課税庁が原価基準法で

独立企業間価格を主張・立証するに当たり，

前記 2 の独立価格比準法と同様，比較対象取

引の存在を主張・立証するだけでは足りず，

国外関連取引及び取得原価についても主張・

立証する必要がある。 
 

（抗弁） 
（国外関連取引の存在） 
①売買契約（目的物，価格） 
②引渡し 
（取得原価） 
①売買契約（目的物，価格） 
②引渡し  
（売上総利益率算定のための比較対象取引

の存在） 
①非関連者から購入又は製造等によりに取

得し非関連者に対して販売した取引であ

ること 
②本件国外関連取引と同種又は類似の棚卸

資産であること 
③本件国外関連取引における売手の果たす

機能その他に差異が存在しないこと 



税大ジャーナル 12 2009. 10 

18 

or 
③'本件国外関連取引における売手の果たす

機能その他に差異が存在するが，調整が

可能であり，その調整後の割合の合理性

を基礎付ける具体的事実  
 
ここで，「同種又は類似」とは，「同種の棚

卸資産」より広く，国外関連取引に係る棚卸

資産と性状，構造，機能等の面において類似

である棚卸資産を含むとされている(16)。 
(2) 差異の調整 

独立企業間価格算定に当たり，差異が存在

しない比較対象取引が見つかればそれに越し

たことはないが，実際にはそのようなことは

少ない。そこである程度の差異があったとし

ても，差異が調整可能であり，なお，比較対

象取引となり得ないかが問題となる。独立価

格比準法については，第 1 の 2(1)のとおり，

措置法 66 条の 4 第 2 項 1 号イが，括弧書き

で，「当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引

と取引段階，取引数量その他に差異のある状

況の下で売買した取引がある場合において，

その差異により生じる対価の額の差を調整で

きるときは，その調整を行つた後の対価の額

を含む。」と規定し，再販売価格基準法及び原

価基準法についても，措置法施行令 39 条の

12 第 6,7 項が同様に規定しており，いずれの

方法においても，調整可能であれば比較対象

取引となることが認められている。なお，こ

こで「差異」というのは，前記 2(1)のとおり，

あくまでも当該差異が取引価格の差に表れて

いることが客観的に明らかであるような「差

異」に限られる。 
これらの規定については，括弧書きや但書

で規定されていることから，このような「差

異」の存在についての立証責任の所在が問題

となる。この点が争われたのが，電機部品事

件大阪地裁平成 20 年 7 月 11 日判決の事案で

ある。この事件の事案の概要は，以下のとお

りである。 

ア 事案の概要 
Ｘ社は，電気，電子接続部品の製造，販売

及び輸出等を業とする株式会社であるが，シ

ンガポールの子会社Ａ社及び香港の子会社Ｂ

社に製品を輸出販売していた。 
Ｘ社は，平成 9 年 3 月期，平成 10 年 3 月

期及び平成 11 年 3 月期の同社の法人税につ

いて，実際製造原価に社内利益を加算した金

額（工場仕切価格）を 0.909 で除した金額で，

Ａ社及びＢ社に販売して申告したが，Ｙ税務

署長において，下図のとおり，措置法 66 条

の 4 第 1 項に基づき，非関連者である台湾の

Ｃ社と比較して，原価基準法に基づき，Ａ社

及びＢ社に対する独立企業間価格を算定して，

更正処分をした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 判旨 
この事件では，Ａ社及びＢ社に対する国外

関連取引と比較対象取引であるＣ社との取引

との間で，取引規模に差があったため，この

点が問題となったものである。この事件の国

税不服審判所の裁決(17)は，取引規模の違いを

「差異」であるとしてその調整をした金額を

独立企業間価格としたのである。 
この点，大阪地裁平成 20 年 7 月 11 日判決

は，まず，「原価基準法の適用において，ある

独立企業間取引が比較対象取引としての適格

性を有するための要件は，当該取引が，ア 比
較されるべき国外関連取引との間，又はそれ

らの取引を行う企業間に存在するいかなる差

異も，競争市場における通常の利益率に重大

な影響を与えないものであるか，又は，イ そ

Ａ社 
(シンガポール) 

Ｘ社 

Ｂ社 
(香港) 

Ｃ社 
(台湾) 
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のような差異による重大な影響を排除するた

めに，相当程度正確な調整を行うことができ

るものであること，が明らかである。」とした

上，「差異」の存在の立証責任については，「通

常の利益率になんらかの影響を与え得る差異

が存在することは，それが取引態様等から客

観的に明らかなものでない限り，通常これを

裏付けるに足りる証拠を容易に提出し得る地

位にあるＸにおいて具体的に立証すべきであ

り，Ｘがこの点についてなんら説得的な立証

を行わない場合には，そのこと自体から，そ

のような差異が存在しないことを推認し得る

ものというべきである。」（アンダーライン筆

者）と判示している。すなわち，「差異」の存

在については，原則として課税庁に立証責任

があるが，「差異」の存在について，納税者が

この点について何ら説得的な立証を行わない

場合には，そのような差異が存在しないこと

が事実上推認されるとしたのである。 
続けて，上記大阪地裁判決は，「前記(1)で

認定した事実，並びに OECD 新ガイドライ

ン 1.15 及び同 2.34 の前記のような記述にか

んがみると，措置法施行令 39 条の 12 第 7 項

が規定する差異の調整は，国外関連取引と比

較対象取引との間に通常の利益率の算定に重

大な影響を与えるような差異が存在する場合

においても，当該差異を相当程度正確に調整

することによって，当該対象取引に基づく独

立企業間価格を算定することができるように

する目的で行われるものと解される。したが

って，国外関連取引と比較対象取引との間に

差異があるとしても，それが通常の利益率の

算定に重大な影響を与えるようなものでない

場合には，その調整を行う必要がない反面，

このような差異が存在しているのであれば，

当該差異は相当程度正確に調整することを要

し，それができないのであれば，当該比較対

象取引に基づく独立企業間価格を算定するこ

とは許されないものと解される。」（アンダー

ライン筆者）とした上，取引規模の違いによ

る「差異」について，調整が必要であるとし

て，本件の裁決の採用した取引規模と利益率

との間の対数関係の関係式を用いる方法は，

直ちに不合理ということはできないとしてい

る。 
ウ 検討 
まず，上記大阪地裁判決が比較対象取引で

あるための要件として，差異がないか，差異

があっても調整可能であることについては，

選択的な課税要件であることを明らかにした

ものであり，結局，前記(1)のブロック・ダイ

アグラムの比較対象取引であるための要件と

しての③又は③'が必要であるとの意味と考

えられる。また，「差異」の存在について，原

則として課税庁が立証責任を負うとした上，

納税者が「差異」の存在について何ら説得的

な立証を行わない場合には，そのような差異

が存在しないことが事実上推認されるとした

ことについては，③の「差異が存在しないこ

と」という消極的事実の立証について合理的

に解決したものであり，相当であると考える。 
次に，上記大阪地裁判決が，差異が存在す

る場合に調整が必要であり，調整ができない

場合には，比較可能性自体に問題があるとす

る点は，③'を課税要件の 1 つとして考える以

上当然のことである。 
差異の調整の方法については，移転価格事

務運営要領 3－1 に，決済条件等の数量的な

差異について規定している。問題は，この要

領に規定されていないような定性的な差異の

場合である。上記大阪高裁判決は，取引規模

による差異を数量的な差異であり，調整可能

な差異であるとしたのである。本件のように

取引規模による買い手側からの値下げ圧力や

製造コストの低減があるのであれば，数量的

な差異と考えられ，上記大阪地裁判決が判示

するとおり，調整が必要と考えられよう。 
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第３ 「準ずる方法」あるいは「準ずる方法

と同等の方法」による場合の独立企業

間価格の要件事実 

１ 立法経緯 

基本三法に「準ずる方法」については，金

利事件の東京地裁平成 18 年 10 月 26 日とソ

フト事件の東京地裁平成 19年 12月 7日判決

で論点となり，この問題の重要性が浮かび上

がってきた。移転価格税制において，比較対

象取引を見つけることができれば，独立企業

間価格の算定は比較的容易であるが，実際の

取引社会において，比較対象取引を容易に見

出せないものが増えている。そこで，この「準

ずる方法」が重要となってきているのである。 
我が国で「準ずる方法」が措置法に導入さ

れた立法経緯は，『昭和 61 年改正税法のすべ

て』に記述されている。すなわち，「①（注・

1 号イ～ハに準ずる方法）は，イ～ハの方法

の考え方から乖離しない限りにおいて，取引

内容に適合した合理的な方法を採用しうる途

を残したものです。例えば，再販売価格基準

法は，非関連者に販売した価格から通常の利

潤の額を控除する仕組みとなっていますが，

国外関連者から購入した棚卸資産が更に関連

者を通じて非関連者に販売した価格から逆算

することも考えられます。また，自社製品と

購入製品をセットして販売する場合などは，

再販売価格基準法と原価基準法を併用する必

要が生じることもあり得るでしょう。」と書か

れている(18)（アンダーライン筆者）。すなわ

ち，「準ずる方法」とは，①取引内容に適合し，

かつ，②基本三法の考え方から乖離しない合

理的な方法とされている。この定義は，金利

事件やソフト事件の判決も採用しているとこ

ろである。 
また，「同等の方法」については，上記『改

正税法のすべて』は，「棚卸資産の売買以外の

取引としては，金銭の貸付け，役務提供取引

等がありますが，これらの取引についても，

棚卸資産の売買と同様の考え方に立って独立

企業間価格を算定することになります。」と書

かれ(19)，措置法通達 66－4(6)－1 は，「措置

法第 66 条の 4 第 2 項第 2 号イ及びロに規定

する『同等の方法』とは，有形資産の貸借取

引，金銭の貸借取引，役務提供取引，無形資

産の使用許諾又は譲渡の取引等，棚卸資産の

売買以外の取引において，それぞれの取引の

類型に応じて同項第 1 号に掲げる方法に準じ

て独立企業間価格を算定する方法をいう。」と

している。この点については，ソフト事件の

東京高裁平成 20 年 10 月 30 日判決が，「『同

等の方法』とは，それぞれの取引の類型に応

じて，基本 3 法と同様の考え方に基づく算定

方法を意味するものと解される」と判示して

いるところである。 
このように『改正税法のすべて』に書かれ

ている「準ずる方法」についての考え方のル

ーツが何かが問題となる。これは，当時の立

法に当たり参考とされたのは，①1968 年制定

のアメリカ財務省の旧規則，②1979 年制定の

OECD 旧ガイドラインであることから，これ

らにこのような考えがみられるかを検証すべ

きである。そうすると，アメリカ財務省旧規

則では，§1.482-2(e)(1)(ⅲ)が，「…個別事案

の事実及び状況の下で，本号(ⅱ)で規定した 3
種類の価格算定方法がいずれも合理的に適用

できない場合には，本号(ⅱ)で規定した方法

以外の何らかの適当な価格算定方法，又はこ

れらの方法の変形（ variations on such 
method）を用いることができる。」と規定し

ており (20)，OECD 旧ガイドラインでも，

chapter1,パラ 13 が，「現実の複雑な経営環境

においては，前記のいずれの方法を適用する

際にも，幾多の原則上，実際上の困難が生ず

ることがある。したがって場合によっては，

これらの方法の組み合わせ又は全く別の方法

を用いることが必要となってくる。」と規定し

ており(21)，『改正税法のすべて』の上記考え

方は，このようなアメリカや OECD の考え

方に依拠したものと認められる。 
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そこで，次に，具体的に「準ずる方法」を

用いる場合の具体的要件は何かが問題となる。 
２ 「準ずる方法」の要件事実 

「準ずる方法」の要件事実は，具体的な事

件で検討をしないと確定できないが，前記 1
のとおり，「準ずる方法」というのは，「取引

内容に適合し，かつ，基本三法の考え方から

乖離しない合理的な方法」であるとするのが

立法趣旨である。また，後に，金利事件やソ

フト事件で具体的に検討することとするが，

「準ずる方法」というのは，当該取引に即し

て，基本三法を修正するものであり，いわば

「修正された課税要件」である(22)。そして，

当該取引における当該算定方法が「準ずる方

法」に当たるか否かは，当該取引内容との適

合性と基本三法から乖離していないことの 2
つの総合的な判断であり，規範的要件取引内

容と適合しているかどうかということを基礎

づける具体的事実が評価根拠事実であって，

乖離していることを基礎づける具体的事実が

評価障害事実であると考えられる(23)。 
筆者は，結論として，「準ずる方法」という

のは，規範的要件であると考えるが，このよ

うな考えが正しいか否か，金利事件やソフト

事件で具体的に検討することとする。 
３ 東京地裁平成 18年 10月 26 日判決 

(1) 事案の概要 

Ｘ社は，自動車部品，情報通信機器，OA
機器などの先端技術部品の設計，製造及び販

売を行っている株式会社であり，平成 9 年に

タイ国に 95％子会社Ａ社を設立した。Ｘ社は，

Ａ社に対し，平成 9 年 1 月から平成 10 年 11
月までの間において，6 回にわたり，貸付期

間 10 年，年利 2.5 ないし 3％の固定金利の約

定で総額 1 億 2822 万 5000 タイバーツの貸

付を行った。Ｘ社は，平成 10 年 3 月期，平

成 11 年 3 月期及び平成 12 年 3 月期に，その

受取利息を益金として法人税の申告をした。 
これに対し，Ｙ税務署長において，措置法

66 条の 4 第 1 項に基づき，Ａ社が非関連者で

ある金融機関等からスプレッド融資を受けた

場合を想定し，金融機関等が，ロンドン金融

市場において，タイバーツを短期変動金利で

調達するとともに，スワップレートによる金

利スワップ取引を行うことで，実質的に長期

固定金利の資金を調達したのと同様の債務状

況とした上で，この調達金利に日本の都市銀

行が発表した新短期プライムレートからロン

ドン金融市場における円の短期調達金利であ

る円の LIBOR を差し引いて算出したスプレ

ッドを加算して算定した金利が独立企業間価

格であるとして，上記受取利息との差額を所

得金額に加算して更正処分をした。 
 
 
 
 
 
 
 
 

※金融等の市場からの調達金利（ロンドン市場に

おけるタイバーツのスワップレート，9.50～
18.20％）+スプレッド（円の新短期プライムレ

ート－円の LIBOR，0.84～1.13％）計 10.5～
19.2％ 
 

(2) 判旨 

東京地裁平成 18 年 10 月 26 日判決は，「例

えば原油，農産物等の取引市場で売買される

商品（棚卸資産）の場合には，市場価格が存

在し，その市場価格によって，市場に参加す

る不特定多数の非関連者間で現実に売買取引

が成立し，又は成立し得るのであるから，そ

のような市場価格を基礎とする取引を想定し

て比較対象取引とすることも，実在する非関

連者間の取引を比較対象取引とする方法に準

ずる方法として，有用かつ相当なものと認め

ることができる。この点は，国内及び国際的

に金融市場が存在する通貨の貸借取引につい

ても同様のことがいえる。」とし，「したがっ

   比較対象取引 
（金融機関等からスプレッド
融資を受けたと想定，※） 

Ｘ社 

金融機関等 

貸付(2.5～3.0％) 
Ａ社 
(タイ) 
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て，措置法 66 条の 4 第 2 項の規定は，国外

関連取引と比較可能な非関連者間の取引が実

在する場合には，同項 1 号イ及び 2 号イによ

り，当該実在の取引を比較対象取引とするこ

とを原則とするが，そのような取引が実在し

ない場合において，市場価格等の客観的かつ

現実的な指標により国外関連取引と比較可能

な取引を想定することができるときは，その

ような仮想取引を比較対象取引として独立企

業間価格の算定を行うことも，同項 1 号の『準

ずる方法』及び同項 2 号ロのこれと『同等の

方法』として許容する趣旨と解するのが相当

である。」（アンダーライン筆者）とした上，

「貸付を行う際の貸手の考慮要素としては，

資金の調達コスト，事務経費の額，借手の信

用力等であるところ，経済合理性を追求する

非関連者間での金銭の貸借取引において，貸

手が金融機関であるかその他の一般企業であ

るかなど，貸手が誰であるかの違いによって，

このような考慮要素の点で有意な差を生ずる

ものとは考え難い（Ｘ社は，金融機関の行う

貸付に当たっては，常に調達コストを考慮す

る必要があるのに対し，一般企業の行う貸付

には，調達コストを要しない手持資金の貸付

もあり得，現に，本件各貸付もそのようなも

のであったのであるから，この両者を単純に

比較するのは不当であるという趣旨の主張を

する。しかしながら，一般企業の『手持資金』

なるものも，様々なコストをかけて得られた

ものであることが通常であるし，その運用に

当たっても，金融機関による融資に準じた融

資を含めた様々な運用方法があり得るのであ

るから，手持資金の貸付であるから，調達コ

ストを考慮する必要はないと断定することは

困難であり，むしろ，あるべき標準的取引価

格を求めようとする独立企業間価格の算定に

当たっては，特段の事情がない限り，融資取

引の代表例である金融機関による貸付を基準

とすることにも十分な合理性があるものとい

うべきである。）。したがって，金融機関によ

る融資取引を比較対象取引とするに当たり，

貸手が誰であるかという点の差異を調整する

必要はないものというべきであり，この点に

おいて，被告の想定する比較対象取引には本

件各貸付との比較可能性が認められるから，

Ｘ社の主張は理由がない。」（アンダーライン

筆者）と判示している。 
(3) 検討 

本件の場合，問題となった取引は，金銭の

貸付けを業としない法人の関連者に対する貸

付けである。そもそもこのような貸付けの場

合の金利の独立企業間価格については，我が

国の課税実務上は，次の 4 つの方法が考えら

れていて，この順番で検討することとされて

いるようである。 
 

①内部比較対象取引の実際金利（独立価格

比準法又は原価基準法と同等の方法） 
②借り手が銀行等から同様の条件で借りた

として付される場合の市場金利（措置法

通達 66 の 4(6)－4 注） 
③貸し手が銀行等から同様の条件で借りた

として付される場合の市場金利（移転価

格事務運営要領 2－7(1)） 
④資金を同様の状況で国債等で運用した場

合にえられたであろう利率（移転価格事

務運営要領 2－7(2)） 
 
これに対し，課税庁は，本件では，独立価

格比準法に準ずる方法と同等の方法というこ

とで，「金銭の貸付けを業としない法人の金融

市場の存在する外貨による子会社に対する長

期間の貸付取引において，当該子会社が金融

機関から同外貨によって長期間借り入れたと

想定した取引を比較対象取引として独立価格

比準法に準じて算定するとの方法」によって，

Ｘ社のＡ社に対する貸付金利を算定したもの

である。これは，上表の②の方法に準じる方

法である。本来であれば，Ａ社が銀行等から

同様の条件で借りた場合の金利があれば，こ
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れによるべきである。しかし，Ａ社が銀行等

から借入れを行っている事実はなく，また，

当時，タイの市中銀行が本件のような長期の

貸付けをしていなかったことから，Ａ社が銀

行等から借り入れた実際金利を比較対象取引

とすることができず，Ａ社に銀行等から借り

入れたと想定した場合の金利を比較対象取引

としたのである。本来独立企業間価格は，実

際取引でなければならず，仮想取引では比較

対象取引とはなり得ないが，「準ずる方法」と

いうことで仮想取引を比較対象取引としたの

である。そこで，「準ずる方法」に当たるか否

かは，本件算定方法が，①取引内容に適合し

ているか，②独立企業間価格と乖離していな

いかという 2 点となる。これらの要件はいず

れも評価的なものであり，①の取引内容に適

合していることを基礎付ける具体的事実が評

価根拠事実となり，②の乖離してないことを

基礎付ける具体的事実が評価障害事実となる。 
「準ずる方法」についてこのように理解し

た場合のこの事件のブロック・ダイアグラム

を書くと下記のとおりとなる(24)。 
 

（抗弁） 
（国外関連取引の存在） 
①貸付契約 
②金銭の交付 

（算定方法自体の合理性―本件算定方法が

本件国外関連取引の内容と適合すること

を基礎付ける具体的事実） 
①本件国外関連取引が，円から交換したタ

イバーツによる長期間の貸付けであるこ

と 
②タイバーツについて，国際的に金融市場

が存在し，金融機関において，同市場に

おいて，円からタイバーツを短期変動金

利で調達するとともに，上記①と同一の

期間の金利スワップ取引を行うに当たっ

てのコストを算定できること 

（想定された比較対象取引の存在） 
①特殊の関係にない貸し手（金融機関）と

借り手との取引であること 
②本件国外関連取引と同種の金銭貸付けで

あること 
③本件国外関連取引と同様の状況の下で貸

付けた取引であること 
 

（再抗弁） 
（算定方法自体の合理性―本件算定方法が

独立価格比準法と乖離することを基礎付け

る具体的事実） 
①本件国外関連取引が，Ｘ社の手持資金に

よる貸付けであり，円からタイバーツに交

換するに当たり調達コストを要しないこと

（原価基準法への適合性） 
 
①の取引内容に適合することを基礎付ける

具体的事実として，課税庁は，①本件国外関

連取引が，円から交換したタイバーツによる

長期間の貸付けであること，②タイバーツに

ついて，国際的に金融市場が存在し，金融機

関において，同市場において，円からタイバ

ーツを短期変動金利で調達するとともに，上

記①と同一の期間の金利スワップ取引を行う

に当たってのコストを算定できることの 2 つ

を主張している。一方，②の独立企業間価格

から乖離していることを基礎付ける具体的事

実として，Ｘ社側が，手持ち資金による貸付

けであり，調達コストを要しておらず，原価

基準法の方により適合していることを主張し

ているのである。上記東京地裁判決が，前記

(2)において，手持ち資金の貸付けの場合につ

いて判示しているのは，このようなＸ側の主

張に対応するものであると思われる。上記東

京地裁判決が，手持ち資金の場合に調達コス

トを考慮する必要がないと断定することは困

難であると判示しているが，これは，Ｘ社が

手持ち資金の円を短期変動金利でタイバーツ

に両替して貸し付けたとしても， 終的には
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円で返済を受ける以上，タイバーツを円に交

換するためのスワップレートを考慮して，実

質的にプラスとなる金利でなければ経済合理

的とはいえず(25)，調達コストを考慮せざるを

得ないのであり，その意味で，上記東京地裁

判決が再抗弁を排斥したのは相当と考える。 
結局，本件でのポイントは，「準ずる方法」

として，市場における客観的指標によって想

定される比較対象取引の価格を算定できると

きは，これも「適合する方法」ということに

なり，本件では，金融市場がグローバル化し

て，円からタイバーツへのスワップレートを

客観的指標とすることができることから，金

銭の貸付けを業としない法人の関連者に対す

る貸付けにおいて，「準ずる方法」となり得る

ことを判示したことである。このように考え

ると，上記東京地裁判決は，市場における客

観的指標によって想定される比較対象取引の

価格を算定できる場合の一般的な判断の枠組

みを判示したものであり，その適用範囲は広

いと考えられる。 
４ 東京地裁平成 19年 12月 7日判決 

(1) 事案の概要 

Ｘ社は，コンピューターソフトウェア製品

の販売支援，マーケッティング，製品サポー

ト事業を業とする株式会社であり，一方，Ａ

社は，Ｘ社の発行済株式の 100％を保有する

米国の会社であり，国外関連者である。Ｘ社

は，下図のとおり，平成 11 年 12 月，Ａ社と

の間で，Ａ社の製品であるコンピューターソ

フトウェアａ（以下「ａ製品」という。）を卸

売業者，第 2 次販売業者及びエンドユーザー

に販売するのを支援するなどの業務を委託し，

その手数料として，日本におけるａ製品の純

売上高（下図①150 億円）の 1.5％及びＸ社

に右業務をする際に生じた直接費，間接費及

び一般管理費配賦額の一切に等しい金額（下

図②20 億円）を支払う旨の業務委託契約を締

結し，その後，この契約により計算した手数

料（下図③22.5 億円）を受領した。 

これに対し，Ｙ税務署長は，Ｘ社の調査を

行ったが，平成 12 年 11 月期から同 14 年 11
期にかけて，同社の手数料の算定が合理的で

ないとし，グラフィックソフトを販売してい

る法人から，在庫リスクのない受注販売方式

で取引を行っている法人甲社を比較対象法人

に選定し，措置法 66 条の 6 第 9 項に基づき，

同社から資料の提供を受け，売上総利益率（下

図④33.3％＝(150－100)/150）を算定し，Ｘ

社の売上高（下図⑤150 億円）にこの売上総

利益率に必要な差異の調整を加えたもの（通

常の手数料率）を乗じて，「再販売価格基準法

に準ずる方法と同等の方法」（措置法 66 条の

4 第 2 項 2 号ロ）によって独立企業間価格を

算定し（下図⑥50 億円），本件更正処分等を

行った。 
（なお，上記事実は，実際の事案の事実関

係及び金額とも少し単純化している。） 
【本件取引】 
     ①売買 150 
  Ａ社        Ｂ社 
（国外関連者）   （非関連者・卸売業者） 
        役務提供（販売支援） 
         ③手数料 22.25 
          (②20+150×1.5％) 
       Ｘ社 
 
【比較対象取引】 
   売買 100       売買 150 
 乙社     甲社     丙社 
（非関連者）                （非関連者） 
        ④売上総利益 50 
         (150×(150－100)/150) 
 
【課税庁の主張】 
売買 150 
  Ａ社        Ｂ社 
（国外関連者）   （非関連者・卸売業者） 
        役務提供 
         ⑥独立企業間価格 50 
          (⑤150×33.3％) 
       Ｘ社 
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(2) 判旨 

1審の東京地裁平成19年12月7日判決は，

「基本三法に準ずる方法と同等の方法とは，

棚卸資産の販売又は購入以外の取引において，

取引内容に適合し，かつ，基本三法の考え方

から乖離しない合理的な方法をいうものと解

するのが相当である。」とした上，「本件算定

方法が，再販売価格基準法に準ずる方法と同

等の方法であるというためには，取引内容に

適合し，かつ，再販売価格基準法の考え方か

ら乖離しない合理的な方法であることを要す

るところ，再販売価格基準法は，取引当事者

の果たす機能や負担するリスクが重要視され

る算定方法であることから（…租税特別措置

法施行令 39 条の 2 第 6 項，租税特別措置法

（法人税法関係）基本通達 66の 4(2)―3(6)(7)
参照），この機能やリスクの点から検討するこ

とが有益であると解される。」とし，Ｘ社の果

たす機能については，①Ｘ社は，既存のａ製

品の販売促進並びに新規のａ製品の紹介及び

説明のために，卸売業者を訪問し，顧客等を

誘導していたこと，②ａ製品のマーケティン

グの費用を負担し，マーケティング資料を作

成して，マーケティングを行っていたこと，

③本件各国外関連者による日本でのａ製品の

販売促進及び宣伝広告を支援していたこと，

④卸売業者，ディーラー及びエンドユーザー

に対しａ製品のトレーニングコースを提供し

ていたこと，⑤顧客に対しサポートサービス

を提供していたことが認められ，再販売取引

において再販売者が果たす機能と類似してい

るということができるとし，Ｘ社が負担する

リスクについては，Ｘ社は，ａ製品の在庫を

保有しておらず，在庫リスクを負担していな

いことから，受注販売方式を採る再販売取引

における再販売者の負担するリスクと，在庫

リスクを負担していないという点において類

似しているということができるとして，「以上

のとおり，ａ製品の販売においてＸ社が果た

している機能及び負担しているリスクが，受

注販売方式を採る再販売取引における再販売

者の機能及びリスクと類似しているというこ

とができるから，受注販売方式を採る再販売

取引に係る売上総利益率をもって独立企業間

価格である通常の手数料の額を算定しようと

する本件算定方法は，取引内容に適合し，か

つ，再販売価格基準法の考え方から乖離しな

い合理的な方法であるということができる。」

（アンダーライン筆者）と判示している。 
これに対し，控訴審の東京高裁平成 20 年

10 月 30 日判決は，「『基本 3 法に準ずる方法

と同等の方法』とは，棚卸資産の販売又は購

入以外の取引において，それぞれの取引の類

型に応じ，取引内容に適合し，かつ，基本 3
法の考え方から乖離しない合理的な方法をい

うものと解するのが相当である。」とし，「そ

して，本件算定方法が租税特別措置法 66 条

の 4 第 2 項第 2 号ロ所定の再販売価格基準法

に準ずる方法と同等の方法に当たることは，

課税根拠事実ないし租税債権発生の要件事実

に該当するから，上記事実については，処分

行政庁において主張立証責任を負うものとい

うべきである。」とした上，Ｘ社が果たす機能

については，「本件国外関連取引は，本件各業

務委託契約に基づき，本件国外関連者に対す

る債務の履行として，卸売業者等に対して販

売促進等のサービスを行うことを内容とする

ものであって，法的にも経済実質においても

役務提供取引と解することができるのに対し，

本件比較対象取引は，本件比較対象法人が対

象製品であるグラフィックソフトを仕入れて

これを販売するという再販売取引を中核とし，

その販売促進のために顧客サポート等を行う

ものであって，Ｘと本件比較対象法人とがそ

の果たす機能において看過し難い差異がある

ことは明らかである。」（アンダーライン筆者）

とし，具体的には，Ｘ社の果たす役割は，サ

ービスを提供するものにすぎないのに対し，

本件比較対象取引は，モノとサービスを販売

するものであり，モノを販売することによる
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利益を単に事務処理作業として考慮する必要

がないとは言い難いとし，Ｘ社が負担するリ

スクについては，「Ｘ社は，本件各業務委託契

約上，本件国外関連者から，日本における純

売上高の 1.5 パーセント並びにＸ社のサービ

スを提供する際に生じた直接費，間接費及び

一般管理費配賦額の一切に等しい金額の報酬

を受けるものとされ，報酬額が必要経費の額

を割り込むリスクを負担していないのに対し，

本件比較対象法人は，その売上高が損益分岐

点を上回れば利益を取得するが，下回れば損

失を被るのであって，本件比較対象取引はこ

のリスクを想定（包含）した上で行われてい

るのであり，Ｘ社と本件比較対象法人とはそ

の負担するリスクの有無においても基本的な

差異があり，これは受注販売形式を採ってい

たとしても変わりがない。」として，「以上に

よれば，本件国外関連取引においてＸ社が果

たす機能及び負担するリスクは，本件比較対

象取引において本件比較対象法人が果たす機

能及び負担するリスクと同一又は類似である

ということは困難であり，他にこれを認める

に足りる証拠はない。本件算定方法は，それ

ぞれの取引の類型に応じ，本件国外関連取引

の内容に適合し，かつ，基本 3 法の考え方か

ら乖離しない合理的な方法とはいえないもの

といわざるを得ない。」（アンダーライン筆者）

と判示している。 
(3) 検討 

ア 「再販売価格基準法に準ずる方法と同等の

方法」該当性 
本件の場合問題となった取引は，業務委託

契約に基づく販売支援の役務提供である。し

かし，本件の販売支援は，単純な広告宣伝等

といったものではなく，卸売業者Ｂ社との交

渉もすべてＸ社が行っており，実質的には，

バイセル取引の売主の役割を果たしているの

ではないかということである。そこで，課税

庁は，単純な販売支援を行っている業者との

独立価格比準法ではなく，在庫リストのない

受注販売方式での取引と類似しているとのこ

とで，再販売価格に準ずる方法と同等の方法

によることとし，「実質的に仕入販売の売主と

同様の販売支援の役務提供を行っている取引

において，在庫リストのない受注販売方式で

の取引を比較対象取引として，役務提供の対

象となっている販売の売上高に比較対象取引

の売上総利益率を乗じるとの再販売価格基準

法に準じて算定するとの方法」で独立企業間

価格を算定したものである。ここで「準ずる

方法」のうちの①取引内容に適合しているか，

②独立企業間価格と乖離していないかが問題

となるが，在庫リストのない受注販売方式で

の取引と機能及びリスクの点で類似している

ことを基礎付ける事実が，「準ずる方法」とい

う規範的要件の評価根拠事実となり，類似し

ていないことを基礎付ける事実が評価障害事

実となる。このような理解で，前記(2)で引用

した 1 審や控訴審判決の判示に基づいて，こ

の事件のブロック・ダイアグラムを書くと下

記のとおりとなる(26)。 
 

（抗弁） 
Ⅰ（国外関連取引の存在） 
①役務提供契約 
②役務提供をした  
Ⅱ（算定方法自体の合理性―本件算定方法

が本件国外関連取引の内容と適合するこ

とを基礎付ける具体的事実） 
①既存のａ製品の販売促進並びに新規のａ

製品の紹介及び説明のために，卸売業者

を訪問し，顧客等を誘導していたこと（機

能） 
②ａ製品のマーケティングの費用を負担

し，マーケティング資料を作成して，マ

ーケティングを行っていたこと（機能） 
③本件各国外関連者による日本でのａ製品

の販売促進及び宣伝広告を支援していた

こと（機能） 
④卸売業者，ディーラー及びエンドユーザ
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ーに対しａ製品のトレーニングコースを

提供していたこと，顧客に対しサポート

サービスを提供していたこと（機能） 
⑤Ｘ社は，ａ製品の在庫を保有しておらず，

在庫リスクを負担していないが，受注販

売方式の再販売取引における再販売者

も，在庫リスクを負担していないから，

ともに在庫リスクを負担していないとい

う点において類似していること（リスク）  
Ⅲ（役務提供対象取引の存在） 
①売買契約（目的物，価格） 
②引渡し 

Ⅳ（売上総利益率算定のための比較対象取

引の存在） 
①特殊の関係にない者から購入し非関連者

に対して販売した取引であること 
②本件国外関連取引と同種又は類似の棚卸

資産であること 
③国外関連取引の役務提供者と比較対象取

引の売手の果たす機能その他に差異が存

在しないこと 
or 
③'本件国外関連取引における売手の果たす

機能その他に差異が存在するが，調整後

の割合の合理性を基礎付ける具体的事実 
 
（再抗弁） 

（算定方法自体の合理性―本件算定方法が

本件国外関連取引の内容と乖離すること

を基礎付ける具体的事実） 
①再販売価格基準法がモノとサービスを販

売する売主の機能に着目しているのに対

し，本件国外関連取引がサービスを提供

するものにすぎず，モノの販売による利

益がないこと（機能） 
②再販売基準法の売主は，売上高が損益分

岐点を下回れば損失を被るのに対し，本

件国外関連取引は，役務提供対価が必要

経費の額を割り込むリスクがないこと

（リスク） 

1 審の上記東京地裁判決は，上記ブロッ

ク・ダイアグラムにおける「適合することを

基礎付ける具体的事実」の①ないし⑤の事実

を認定して，適合していると判断したのに対

し，控訴審の上記東京高裁判決は，再抗弁の

「乖離していることを基礎付ける具体的事

実」の①及び②を認定して，乖離していると

したものである。 
しかし，まず，「準ずる方法」に当たるか否

かの問題と，「準ずる方法」に当たるとされた

比較対象取引が比較可能性があるかは別な問

題である。すなわち，前者は，上記ブロック・

ダイアグラムに書いたとおり，「準ずる方法」

に当たるか否かは，抗弁Ⅱの「本件算定方法

が本件国外関連取引の内容と適合することを

基礎付ける具体的事実」と再抗弁の「本件算

定方法が本件国外関連取引の内容と乖離する

ことを基礎付ける具体的事実」の総合判断で

あるのに対し，後者は，抗弁Ⅳの「売上総利

益率算定のための比較対象取引の存在」の問

題であり，「準ずる方法」に当たることを前提

として，比較対象取引とされた取引が具体的

に比較可能性があるかの問題である。すなわ

ち，「準ずる方法」に当たるか否かは，下記の

とおり，本件国外関連取引が実質的に仕入れ

販売の売主と同様の販売支援を行っていると

いう特殊性を考慮した場合に，本件役務対象

取引の対象となっている販売の売上高×受

注販売方式での取引の売上総利益率との算定

方法によって計算される価格が本件国外関連

取引の独立企業間価格として合理的であるか

否かの問題であり，本件役務対象取引につい

ては具体的にその機能やリスクを認定する必

要があるが，比較対象取引については，あく

までも想定された取引であり，比較対象取引

が比較可能性があるか否かの具体的認定は要

しないし，また，すべきではない。 
  

本件国外関連取引（実質的に仕入れ販売の

売主と同様の販売支援を行っている役務提
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供取引）の独立企業間価格≒本件役務提供

の対象となっている販売の売上高×在庫リ

スクのない受注販売方式での取引（比較対

象取引）の売上総利益率  
 
1 審の東京地裁判決は，このように本件算

定方法が「準ずる方法」に当たるか否かは，

想定される受注販売方式での取引に基づいて

判断した上，本件比較対象取引の比較可能性

を具体的に判断するという 2 段階の判断をし

ており，このような考え方に基づくものと思

われる。しかし，上記東京高裁判決は，本件

比較対象取引の実態について認定した上，「準

ずる方法」に当たるか否かを判断しており，

1 段階の判断となっている。このような判断

方法は，「準ずる方法」に当たるか否かの判断

が，本件国外関連取引の特殊性から，基本三

法を修正する算定方法を採り得るかとのいわ

ば類型的な判断であることを見落とすことと

なりかねず問題である。 
さらに，上記東京高裁判決は，「準ずる方法」

が規範的要件であり，上記「適合することを

基礎付ける具体的事実」と上記「乖離してい

ることを基礎付ける具体的事実」の総合評価

であるのを見落とし，「乖離していることを基

礎付ける具体的事実」が認定できるとの 1 点

で，「準ずる方法」といえないと断定してしま

っている点で問題がある。この点，1 審判決

は，「適合することを基礎付ける具体的事実」

のみの認定で，「準ずる方法」に当たるとした

もので，「乖離していることを基礎付ける具体

的事実」を見落としている。その意味では，

1 審も控訴審も，「準ずる方法」の要件事実の

分析が不十分であり，規範的要件であること

を考慮していないと考える。 
筆者としては，本件のような販売支援の役

務提供と在庫リストのない受注販売方式での

取引とは，たとえ，上記東京高裁判決が認定

したような「乖離していることを基礎付ける

具体的事実」があったとしても，「準ずる方法」

に当たり得る場合があると考える。すなわち，

本件国外関連取引は，抗弁Ⅱで摘示した特殊

性があり，仕入れ販売の売主と類似性がある

とした場合，想定される受注販売方式での取

引と再抗弁で摘示したような乖離している面

があったとしても，総合判断した場合に，価

格が同一価格に収斂するといえるか否かと考

える。具体的にいうと，再抗弁の①で書いた

とおり，本件国外関連取引は，法的にみると，

モノを販売するものではなく，サービスを提

供するにすぎないが，本件国外関連取引にお

いてモノの販売面による収益が少ないのであ

れば少ないほど乖離しているとはいえなくな

るのである。また，再抗弁②で書いたとおり，

本件国外関連取引は，その業務委託契約にお

ける手数料の定め方から役務提供対価が必要

経費の額を割り込むリスクがなく，その点，

再販売価格基準法の売主は，売上高が損益分

岐点を下回れば損失を被る可能性があり，法

的には乖離しているといえる。しかし，本件

業務委託契約における手数料は，確かに，販

売に要する全コストに売上高の 1.5％を上乗

せにするとの合意ではあるが，このような合

意内容は独立企業間では不合理な合意であり，

そのような合意におけるリスクはゼロである

として，受注販売方式での取引とリスクの面

で乖離しているとするのは，そもそも問題の

建て方がおかしいといわざるを得ない。ここ

でリスクを問題にしているのは，リスクが大

きいほど受け取る収益が多くなるはずである

ことから，本件国外関連取引の手数料額がリ

スクが少ないことをどの程度考慮するかの問

題であり，在庫リスクのない受注販売方式で

の取引とリスクの面で近接するかの問題であ

る。 
上記東京高裁判決は，前記(2)の判旨で引用

したとおり，本件国外関連取引を，「法的にも

経済実質においても役務提供取引と解するこ

とができる」（アンダーライン筆者）ととらえ

ている。本件国外関連取引は，確かに，法的
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には役務提供取引ではあるが，「経済実質」に

おいて役務提供取引といえるかがまさに本件

の問題であり，「経済実質」において役務提供

といえるか否かを抗弁Ⅱと再抗弁に摘示した

事実に基づいて総合的に判断すべきであった

と考える。上記東京高裁判決の考え方による

と，法的形式が役務提供取引であれば，経済

実質が再販売価格基準法の売主とみることが

できるような場合であっても，法的形式が役

務提供であるとの理由だけで，再販売価格基

準法に準ずる方法によって算定する余地はな

いことと同じであり，措置法 66 条の 4 が「準

ずる方法」によることも認めている趣旨に反

すると考える。 
イ 事業再編成(business restructuring)と

移転価格税制の適用 
本件の問題は，これまで論じたとおり，「準

ずる方法」に当たるかの問題ではあるが，そ

もそも本件のような問題が生じるのは，親子

会社間における仕入れ販売方式での取引から

問屋販売方式での取引に事業再編成をした場

合に，事業再編成後の問屋の受け取る手数料

が，仕入れ販売方式における収益よりも少な

くなったときのように，事業再編成に伴って

生じる問題である。この問題は，アメリカや

OECD で従来から議論され，現在，OECD
で再検討がされている問題である。具体的に

は ， ア メ リ カ で は ， 財 務 省 規 則 §

1.482-1(f)(2)(ⅱ)(A)において，「税務署長は，

取 引 の 形 態 が 経 済 実 質 （ economic 
substance）を伴わない場合を除き，納税者

によって実際に構成された取引に従いその結

果を評価する。しかしながら，税務署長は，

関連者間取引の条件が，同一の選択肢をもち，

かつ，比較可能な条件の下で営業している非

関連納税者に受け入れられるかどうかを決定

するに当たり，その納税者が利用できる選択

肢（alternatives）を考慮することができる。

そのようなケースにおいて，税務署長は，当

該選択肢と関連者間取引との間の重要な差異

を補正するために調整された後の選択肢のコ

スト又は利益に基づき，関連者間取引におい

て請求された対価の額を調整することができ

るが，当該納税者があたかも当該選択を採用

したかのようにその取引を再構築することは

しない。…」（アンダーライン筆者）と規定し，

取引の形態が経済実質を伴わない場合には，

経済実質に沿った取引に税法上引き直した上

で，独立企業間価格を算定する余地を認めて

いる(27)。 
また，OECD では，ガイドラインのパラ

1.36，1.37 において，「税務当局による関連

者間取引の調査は，通常，関連者間で実際に

行われた取引が計画していた取引であるとし

て，実際の取引に基づいて，納税者が適用し

た方法が第 2 章，第 3 章で述べられている方

法である限りは，その方法を用いて行われる

べきである。例外的なものを除き，税務当局

は，この実際の取引を無視したり，他の取引

と置き換えるべきでない。…」，「しかしなが

ら，例外的に，関連者間取引を始めた納税者

が採用した構築を無視した上で検討すること

が，税務当局にとって適切であり，かつ，合

法的である特別な状況が二つある。一つは，

取引の経済的実質（economic substance）が

その取引の形式と異なる場合である。このよ

うな場合は，税務当局は，当事者による取引

の性格を無視し，その実質に基づいて取引の

性格付けをやり直すことができる。例えば，

資金を借りる会社の経済状況を考慮すると，

独立企業間ではそのような形での投資は期待

できないという場合，金利付きの負債という

形での関連者に対する投資をする場合である。

この場合，税務当局は，その経済的な実質に

基づいてこの投資を性格付けし，この融資を

出資として扱うのが適当であろう。二つめの

状況は，取引の内容と形式は同じであるが，

取引に関連した取極が総合的にみて，独立企

業が商業上合理的に行った（commercially 
rational manner）であろう取極とは異なり，
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実際の構築が税務当局による適切な移転価格

の決定を実務上妨げる場合である。例えば，

一括払という条件が付された長期契約におい

て，当該契約期間における将来の研究結果か

ら生じる知的財産の権利を無制限に付与する

ような場合である。…このような場合には，

税務当局にとって，例えば継続研究契約とし

て商業的に合理的な方法で，この契約の条件

を調整することが適切であろう。」（アンダー

ライン筆者）と規定しているところである。

この点，OECD は，2008 年 9 月にディスカ

ッション・ドラフト(28)を示して検討している

ところである。このドラフトでは，2 つ目の

「商業上合理的に行った」とみれるかについ

て，明らかにより魅力的な選択肢が他に見あ

たらないかを検討すべきであり，また，多国

籍企業の事業再編については，グループレベ

ルの商業的合理性だけでなく，個々のグルー

プ企業レベルの商業合理性を検討すべきとし

ているのが注目される(29)。 
このように事業再編成をした場合の移転価

格税制の適用には，難しい問題があるが，我

が国では，新たに立法をしない限りは，アメ

リカや OECD が検討しているような契約の

再構成（recharacterize）は容易ではなく，

選択肢の一つとして，「準ずる方法」を活用す

る道をも模索すべきと考える。その意味では，

本件ソフト事件は，決して特殊な事案ではな

く，「準ずる方法」の判断方法についての一般

的な判断であり，今後も検討の必要性が高い

と考える。 
 

第４ 算定方法間の優劣 

１ 基本三法間の優劣 

(1) 松山地裁平成 16年 4月 14日判決 

基本三法間の優劣の問題は，船舶事件で問

題となり，第 2 の 2 で論じた松山地裁平成 16
年 4 月 14 日判決は，「課税庁が，独立価格比

準法，再販売価格基準法，原価基準法のいず

れの方法を採るべきかについては，何らの規

定がなく，課税庁の判断に委ねられていると

ころである。しかも，本件では，Ｘ社から，

独立企業間価格を算定するにつき，独立価格

比準法を用いるよりも，上記の①ないし③の

方法（筆者注・再販売価格基準法，原価基準

法及びその他の方法）によることが，より適

切であり，優れているとの主張，立証もされ

ていないから，Ｙが，本件各取引に係る独立

企業間価格を算定するについて，独立価格比

準法を採用したこと自体には，特に，問題も

ない。」（アンダーライン筆者）と判示してい

る。すなわち，この判決は，基本三法の間で

は，優劣はなく，「比較可能性がより高いこと」

の要件で優劣が決せられるとしているのであ

る。これを図示すると，下図のとおりとなる。 
 

（抗弁） 
 基本三法Ａによる独立企業間価格の各要

件を基礎付ける具体的事実 
 
 

（再抗弁） 
①他の基本三法Ｂによる独立企業間価格の

各要件を基礎づける具体的事実 
②基本三法Ｂによる独立企業間価格の方が

基本三法Ａによる独立企業間価格より比

較可能性が高いことを基礎付ける具体的

事実 
 

(2) 検討 

本件では，Ｘ社が税務署長Ｙの算定方法と

異なる算定方法を主張・立証しなかったもの

の，上記判示は，独立企業間価格の算定方法

の優劣についての一般論を判示するものであ

り，今後の同種訴訟における重要な意味をも

っている。そこで，仮に，Ｘ社において，原

価基準法の方が，Ｙの主張する独立価格比準

法より適切であり，優れているとの主張をし

たとすると訴訟上どのような意味をもつのか

を検討することとする。 
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独立価格比準法による独立企業間価格の要

件事実は，第 2 の 2 で論じたとおりであり，

原価基準法による独立企業間価格の要件事実

は，第 2 の 4 で論じたとおりである。これを

前提に，まず，納税者が申告時点で特に移転

価格税制について申告調整しなかったのに対

し，税務署長が独立価格比準法で算定したと

ころ，訴訟段階で，納税者の側で原価基準法

の方がより適切で優れているとの主張をした

とした場合を例にとって検討する（設例１）。

この場合，抗弁事実として，税務署長が，独

立価格比準法による独立企業間価格の前記各

要件を基礎づける具体的事実を主張立証し，

これに対し，これと両立する別の算定方法が

あるとの主張は，再抗弁となるが，再抗弁と

して，原価基準法による独立企業間価格の前

記各要件を基礎づける具体的事実を主張立証

すべきであるのは，当然として，さらに，原

価基準法の方が比較可能性が高いことまでの

主張立証を要するかが問題となる。なぜなら，

裁判所としては，いずれの算定方法が比較可

能性が高いかを判断しなければならないとこ

ろ，比較可能性が高いことについてのいずれ

かに主張立証責任を負わせないことには，

終的に再抗弁が有効であるか否かを判断でき

ないからである。 
ところで，比較可能性が高いことについて

の主張・立証責任をいずれが負うかについて

は，推計課税の立証責任において類似の問題

がある。すなわち，推計課税の場合に，納税

者側で課税庁の推計方法より優れた別な推計

方法があるとの主張がなされる場合があり，

(A)課税庁の方で常に課税庁の推計方法が

善であることに主張立証責任があるとする見

解（ 善説），(B)課税庁の方で相対的に課税

庁の推計方法の方が優れているとの主張立証

責任があるとする見解（ 適方法説），(C)課
税庁の方では課税庁の推計方法が一応合理的

であることを立証すれば足り，これに優れる

推計方法があるとの主張立証責任は納税者に

あるとする見解（一応の合理性必要説）があ

り(30)，裁判例も分かれているが， 近は，一

応の合理性必要説が有力である。移転価格税

制における独立企業間価格と推計課税におけ

る推計値とは，類似している点もあるが，①

独立企業間価格は，これ自体が法律上みなさ

れた価格であり，これが 終的な立証対象で

あるのに対し，推計課税の場合には，あくま

でも実額が立証対象であり，実額反証により

推計課税は覆る関係にあるのに対し，独立企

業間価格の場合には，実額に相当するような

「真実の取引価格」（あるいは時価）が法律上

は予定されていないこと，②移転価格税制の

場合には，納税者が申告調整として独立企業

間価格で算定して申告することが認められて

いるのに対し，推計課税の場合には，納税者

が推計値で申告することは原則として認めら

れていない点で根本的に異なっている。移転

価格税制における独立企業間価格の場合には，

基本三法の間の優劣は全くなく，いずれも対

等な算定方法である。そうすると，移転価格

税制の場合には，比較対象可能性が高いこと

については，先行する算定方法を争う側に主

張立証責任があると考えるのが相当である。

そうすると，設例 1 の場合には，後行する納

税者側で比較可能性が高いことの立証責任を

負うと考える(31)。 
このように考えると， 納税者が原価基準法

で独立企業間価格を算定して申告したのに対

し，課税庁が独立価格比準法で算定した場合

（設例 2）には，課税庁の方で，抗弁として，

①独立価格比準法による独立企業間価格の各

要件を基礎づける具体的事実のほかに，②原

価基準法より比較可能性が高いことの主張立

証が必要と考える(32)。 
(3) アメリカでの取扱い 

移転価格税制の先進国であるアメリカでも

同様の問題は生じており，第 2 の 2(2)で論じ

たとおり，財務省規則で， 適方法ルールを

採用し，「関連者間取引の独立企業間実績値は，
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事実と状況の下で独立企業間実績値の も信

頼性の高い尺度を提供する方法により決定さ

れなくてはならない。したがって，方法には

厳密な優先順位はなく，また，いずれの方法

についても，他の方法よりも信頼性があると

一律に考えることはしない。独立企業間実績

値は，他の方法の適用が不可能であることを

立証せずとも，いずれの方法に基づいても決

定することができる。しかし，後に別の方法

が独立企業間実績値より信頼性の高い尺度で

あることが立証された場合は，当該他の方法

が用いられなければならない。」（同規則§

1.482-1(c)）と規定している。これは，算定方

法間にそれ自体での優劣はなく，比較可能性

が高いことの立証があった場合には，他の方

法によるとするものであり，結論として，上

記(2)で論じたところと同様となろう。 
このように上記(2)の考え方は，アメリカで

の取扱いにも付合するものであり，相当と考

える。 
２「その他の方法」と基本三法間の優劣 

(1) 東京地裁平成 19年 12月 7日判決 

「その他の方法」と基本三法間の優劣の問

題は，ソフト事件で問題となり，第 3 の 4 で

論じた東京地裁平成 19 年 12 月 7 日判決は，

「Ｙは，課税処分の取消訴訟において，所得

の存在について主張立証責任を負うものであ

るから，租税特別措置法 66 条 4 の第 2 項 2
号柱書き所定の基本 3 法と同等の方法を用い

ることができない場合に当たることについて

も，立証責任を負うものというべきである。

そこで検討するに，同項 1 号ニは，基本 3 法

を独立企業間価格算定の基本的な方法と位置

付けつつ，実際に行われている取引の複雑性

を考慮し，個々の取引の態様等により基本 3
法が適用できない場合であっても，基本 3 法

の考え方から乖離しない限りにおいて，取引

内容に適合した合理的な方法を採用し得る余

地を残したものと解すべきであり（OECD の

新移転価格ガイドラインもそのような方法自

体を否定するものではない…），同項 2 号ロ

も，これと同様の考え方に基づく規定である

と解される。そうすると，課税庁が合理的な

調査を尽くしたにもかかわらず，基本 3 法と

同等の方法を用いることができない場合にあ

っては，それでもなお，基本 3 法に準ずる方

法と同等の方法を適用することができないと

すると，同号ロを適用することは事実上困難

となり，同号ロを規定した趣旨を没却するお

それが大きいといわざるを得ない。」とし，「し

たがって，国において，課税庁が合理的な調

査を尽くしたにもかかわらず，基本 3 法と同

等の方法を用いることができないことについ

て主張立証をした場合には，基本 3 法と同等

の方法を用いることができないことが事実上

推定され，納税者側において，基本 3 法と同

等の方法を用いることができることについて，

具体的に主張立証する必要があるものと解す

るのが相当である。」（アンダーライン筆者）

と判示している。すなわち，この判決は，「そ

の他の方法」と基本三法の間では，優劣があ

り，「その他の方法」を用いるためには，基本

三法を「用いることができない」との主張・

立証が必要であるものの，課税庁の方で合理

的な調査を尽くしたが基本三法を用いること

ができなかったことを主張・立証すれば，「用

いることができない」と事実上推定されると

しているのである。これを図示すると，下図

のとおりとなる。 
 

（抗弁） 
①その他の方法Ａによる独立企業間価格の

各要件を基礎付ける具体的事実 
②基本三法を「用いることができない」こ

とを基礎付ける具体的事実 
※課税庁において合理的な調査を尽くし

ても比較対象取引を見出すことができ

なかったことを立証したときには，基

本三法を「用いることができない」こ

とが事実上推定される。 
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（再抗弁） 
基本三法Ｂによる独立企業間価格の各要件

を基礎付ける具体的事実 
 

(2) 検討 

基本三法と同等の方法を「用いることがで

きない場合」をその他の方法を用いるための

要件と考えると，基本三法を用いるための比

較対象取引を見出すことができないとの消極

的事実の立証を要する要件ということになり，

課税庁といえども，およそ考えられる比較対

象取引がないことを立証するのは，不可能な

立証を強いるものであり，証明責任の観点で

問題である(33)。そこで，本判決が，この「用

いることができない場合」との要件の立証に

ついて，課税庁が合理的な調査を尽くしたに

もかかわらず，比較対象取引を見出すことが

できないことの立証により，基本三法を「用

いることができない場合」であることが事実

上推定されるとしたのは，立証責任の考え方

にかなうものとして評価できる(34)。 
しかし，筆者としては，措置法 66 条の 4

第 2 項 1 号や 2 号が基本三法やこれと同等の

方法を「用いることができない場合」に限り，

その他の方法を用いることができるとしてい

る括弧書きの立法趣旨を更に検討する必要が

あると考える。 
我が国の移転価格税制は，昭和 61 年（1986

年）に導入されたが，1979 年 OECD 報告書

(35)やアメリカの内国歳入法典 482 条に関す

る財務諸規則などを参考にしている(36)。当時

のアメリカの財務省規則は，基本三法やその

他の方法の優先順位を規定していたが，これ

に対し，我が国の移転価格税制は，基本三法

間の優先順位は付けないとされた(37)。これは，

アメリカの移転価格税制が否認型であり，課

税庁の恣意性をできるだけ排除するために優

先順位が定められていたのに対し，我が国の

移転価格税制は申告調整型であるので，申告

上の便宜のために，納税者にとって も利用

しやすい方法の選択を認める必要があるから

と考えられる(38)。一方，我が国の移転価格税

制は，基本三法とその他の方法との間では優

先順位を付ける趣旨で，その他の方法は，基

本三法を「用いることができない場合」に限

り用いることができると規定したものと考え

られる。これは，当時の OECD において，

基本三法がより直接的であり，原則とすべき

であるとの考え方を参考にしたものと考えら

れる。確かに，一般的には，基本三法がその

他の方法に優位するといえよう。 
しかし，どの算定方法が も比較可能性が

高いかは，当該取引の態様等によっても異な

ってくるのであり，理論上，比較可能性にお

いて，基本三法がその他の方法に絶対的に優

位するとはいえないはずである。アメリカで

は，その後，1994 年の財務省規則では， 適

方法ルールが採用され，前記 1(3)のとおり，

「関連者間の独立企業間実績値は，事実と状

況の下で独立企業間実績値の も信頼性の高

い尺度を提供する方法により決定されなくて

はならない。したがって，方法には厳密な優

先順位はなく，また，いずれの方法について

も，他の方法よりも信頼性があると一律に考

えることはしない。独立企業間実績値は，他

の方法の適用が不可能であることを立証せず

とも，いずれの方法に基づいても決定するこ

とができる。しかし，後に別の方法が独立企

業間実績値のより信頼性の高い尺度であるこ

とが立証された場合は，当該他の方法が用い

られなければならない。…」と規定したので

ある（同規則 1.482-1(c)）。これは，アメリカ

において，一つには，内国歳入庁がその他の

方法により算定するに当たり，基本三法では

算定できないことの立証を要するとされ，そ

れが内国歳入庁が移転価格税制の適用をする

に当たっての大きな障害となっていたためこ

れを解消したものであるが(39)，もう一つは，
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理論上も，優先順位を付けることができない

と考えられたことによると思われる(40)。 
このように考えると，我が国の移転価格税

制における措置法 66 条の 4 第 2 項 1 号，2
号の括弧書きは，比較可能性において，その

他の方法が基本三法に比較して理論上絶対的

に劣後すると考えられて，基本三法を「用い

ることができない場合」に限ってその他の方

法を用いることができると規定されているの

ではなく，我が国の移転価格税制が申告調整

型であり，納税者の申告をまず前提としてい

ることから，法律上，算定が直接的で容易な

基本三法を原則とし，これ以外の方法を例外

とするとの優先順位を付ける趣旨に出たもの

と考えられる。 
また，括弧書きとの規定ぶりからみても，

果たして，その他の方法を用いるための要件

として，基本三法を「用いることができない

場合」を規定しているといえるかは疑問があ

る。この括弧書きは，右で述べた優先順位を

付けるとの括弧書きの趣旨からみて，その他

の方法が基本三法に劣後することを明確にす

る趣旨で規定されたものであるが，証明責任

を意識したものとまでは考えられない。消極

的事実を要件とするのは，証明責任という観

点からみると，適切なものではない。 
そこで，法律要件分類説の考え方に基づき，

この括弧書きを本文と但書に書き直してみる

と，二号の場合であれば，同号ロで「前号ニ

に掲げる方法と同等の方法」と規定している

が，この後に続けて，「ただし，この方法は，

イに掲げる方法を用いることができる場合に

は，用いることができない。」とすれば，優先

順位を付けるとの趣旨にかなうものであり，

右括弧書きもこのような意味であると考えれ

ば足りる。 
そうすると，措置法 66 条の 4 第 2 項 1 号

や 2 号の括弧書きが，その他の方法を用いる

ためには，基本三法を「用いることができな

い場合」と規定している趣旨もその限度内で

考えるべきであり，必ずしもその他の方法の

主張立証に当たって，独立企業間価格算定の

他の積極的要件と同様に抗弁事実になると考

える必要はない。すなわち，「用いることがで

きない場合」というのは，その他の方法を主

張立証するための要件ではなく，基本三法と

その他の方法が争いとなったときに，基本三

法の方が比較可能性が高いことを法律上擬制

するものであり，基本三法間で算定方法の優

劣が争いとなったときには，比較可能性の高

いことの立証が必要であるのに対し，基本三

法とその他の方法の優劣が争いとなったとき

には，基本三法の方が比較可能性が高いこと

の立証の必要がなく，常に基本三法が優先す

るとの趣旨と考えるべきであり，これ以上の

意味をもたせる必要はないと考える。このよ

うに考えると，基本三法と同等の方法を「用

いることができない場合」というのは，その

他の方法を主張立証するための要件事実では

なく，基本三法を用いることができると主張

する者が，基本三法を「用いることができる」

ことを再抗弁として主張立証するに当たって，

基本三法の方がその他の方法より比較可能性

が高いことを主張立証する必要がなく，基本

三法を「用いることができる」ことを主張立

証しさえすれば，常に基本三法が優先すると

の意味と考えるべきであろう(41)。これを図に

書くと，下図のとおりとなる。 
 

（抗弁） 
①その他の方法Ａによる独立企業間価格の

各要件を基礎付ける具体的事実 
 
 

（再抗弁） 
①基本三法Ｂによる独立企業間価格の各要

件を基礎付ける具体的事実 
※前記 1 (1)の図と異なり，より比較可能性

が高いことの立証が不要。 
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(3) 具体事例の検討 

本件では，Ｘ社の主張する「原価基準法と

同等の方法」については，Ｘ社が具体的に算

定方法を主張していないので曖昧である。ま

た，Ｘ社は，本件比較対象取引が本件取引と

比較可能性を有するのであれば，本件比較対

象取引を比較対象取引として「原価基準法と

同等の方法」を用いることができるとも主張

しているが，これも具体的に本件比較対象取

引を用いての算定方法を主張していないため

曖昧である。そのため，本判決は，Ｘ社の主

張する後者の方法についてもこれを用いるこ

とができないとして排斥している。 
そこで，議論を意味のあるものにするため，

本稿では，本判決の事案とは離れて，第 3 の

4 の事例を基にして，下図のとおり，Ｘ社が，

「原価基準法と同等の方法」として，Ｘ社と

同種の役務提供をしている非関連者α社の協

力を得て，α社の非関連者間の売買に当たっ

てのα社の役務提供の利益率が売上高の

10％であることから，通常の利益率 10％であ

るとして，役務提供のためのコスト 20＋通常

の利潤の額 15（売買 150×10％）の 35 とな

ると主張しているとの仮設事例で検討するこ

ととする。第 3 の 4(1)で書いた図に加えて，

Ｘ社の主張を図示すると，下図のとおりとな

る。 
 
【Ｘ社の主張】 
      売買 150 
  Ａ社        Ｂ社 
（国外関連者）   （非関連者・卸売業者） 
        役務提供 
         35(20 + 150×10％) 
       Ｘ社 
 
本判決の考え方によると，まずは，課税庁

が合理的な調査を尽くしたが，比較対象取引

を見出せなかったことを立証することにより，

基本三法を「用いることができなかった場合」

に当たると事実上推定されるものの，Ｘが仮

設事例のような主張をした場合，これが一応

もっともらしいものであれば，課税庁は，Ｘ

の主張するα社を更正処分時に見出すことが

できなかったというだけでなく，原価基準法

の要件であるα社の取引が非関連者間の取引

でないとか，同種又は類似の役務提供でない

とか，あるいは，α社の果たす機能が類似し

ていないことを立証しなければならないこと

になる（第 2 の 4(1)参照）。その上で，課税

庁は，甲社を非関連者とする取引によるその

他の方法による算定を主張立証することとな

る。 
一方，筆者が述べた考え方によると，課税

庁が甲社を非関連者とする取引によるその他

の方法による算定を主張立証し，これに対し，

Ｘ社が仮設事例のような主張をした場合には，

再抗弁となり，α社を比較対象取引とする「原

価基準法と同等の方法」による算定における

各要件については，Ｘ社が主張立証すること

となる。 
上記の検討で明らかなとおり，本判決の考

え方によると，Ｘ社が課税庁が把握していな

い取引を比較対象取引とする基本三法による

算定を主張すれば，たとえ課税庁がこれを更

正処分時に把握していなかったとしても，課

税庁に常にこれを比較対象取引とする算定が

基本三法として適法でないことの立証責任を

負わせることとなり，結局は，消極的事実に

ついて不可能の立証を強いることとなる。た

とえ，課税庁がこれを立証することができる

としても，訴訟をいたずらに紛糾させるだけ

である。 
しかし，一方で，課税庁の調査不足で，納

税者の主張するとおり，基本三法を適用する

ための比較対象取引を見出すことができると

いうのであれば，納税者がこの点を主張立証

することにより，課税庁の算定方法による課

税を免れることができるのであるから，納税

者としてはその権利を侵害されることはない。
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結局，前記(2)のとおり，措置法 66 条の 4 第

2 項 1 号や 2 号の括弧書きが基本三法を「用

いることができない場合」に限りその他の方

法を用いることができるとした趣旨は，不可

能な立証を要求したり訴訟を紛糾させるとの

事態を許すまでのものとは考えられず，納税

者による基本三法の主張を容易にするとの趣

旨であると考えるべきである。 
３「その他の方法」間の優劣 

(1) 東京地裁平成 18年 10月 26 日判決 

「その他の方法」間の優劣の問題は，金利

事件で問題となり，第 3 の 3 で論じた東京地

裁平成 18 年 10 月 26 日判決は，「課税庁側の

主張する独立企業間価格の算定方法が措置法

66 条の 4 第 2 項の規定に適合し，これにより

算出される独立企業間価格の数値にも合理性

が認められる場合には，これよりも優れた算

定方法が存在し，算出される数値にもより高

い合理性が認められることについての主張・

立証がない限り，課税庁側の主張する独立企

業間価格に基づく課税について，これを違法

ということはできないものというべきであ

る。」（アンダーライン筆者）と判示している。

すなわち，この判決は，「その他の方法」間で

の優劣はなく，「比較可能性がより高いこと」

の要件でその優劣が決せられるとしたのであ

る。これを図示すると，下図のとおりとなる。 
  

（抗弁） 
①その他の方法Ａによる独立企業間価格の

各要件を基礎付ける具体的事実 
②基本三法を用いることができないことを

基礎付ける具体的事実 
※この②の要件が必要か否かは前記Ⅱの

とおり争いがある。 
（再抗弁） 
①その他の方法Ｂによる独立企業間価格の

各要件を基礎付ける具体的事実 
②その他の方法Ｂによる独立企業間価格の

方がその他の方法Ａによる独立企業間価

格より比較可能性が高いことを基礎付け

る具体的事実  
 

(2) 検討 

本件では，Ｘ社が税務署長Ｙの算定方法と

異なる算定方法を主張・立証しなかったため，

上記判示は，「その他の方法」間の優劣の立証

責任についてのものであるが，抽象的な判示

にとどまっている。 
しかし，これまで論じたとおり，基本三法

と「その他の方法」では優劣があるが，基本

三法間及び「その他の方法」間では優劣はな

く，比較可能性がどちらがより高いかにより

決せられるのであり，納税者なり課税庁なり

が当初「その他の方法」による独立企業間価

格を主張・立証している場合には，これを争

う側が，その主張する「その他の方法」に基

づく独立企業間価格の方が比較可能性が高い

ことの主張・立証が必要ということになろう。 
 

結び 

以上，移転価格税制における独立企業間価

格の要件事実について論じたが，本稿で論じ

たほかにも，①措置法 66 条の 4 第 7 項に基

づく推定課税における要件事実の問題，②無

形資産の移転について利益分割法で算定した

場合の要件事実の問題(42)などの問題もある。

これらの問題については，いまだ裁判例はな

いが，いずれこれらの問題についても裁判例

も出てくるものと思われる。このような独立

企業間価格の問題は，判決の数が少ないだけ

ではなく，難問が多いことから法的な問題点

等を十分に検討し，裁判所にも受け入れても

らえる論理を構築すべきである。 
また，移転価格税制の課税実務は，もちろ

ん措置法 66 条の 4 にその根拠を置くことは

いうまでもないが，その他にも通達等も多く

出され，これらによって形成されたいわばソ

フト・ローといってもいい分野である。要件

事実論は，移転価格税制の事件が訴訟で争わ
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れた際にも威力を発揮するが，移転価格税制

における要件事実論を検討するに当たっては，

これらソフト・ローも反映させたものでなけ

れば，形式的で中途半端な要件事実論となっ

てしまうおそれがある。具体的には，独立企

業間価格の要件事実には，「準ずる方法」など

評価的なものがあるが，これらの評価の根拠

となる事実の抽出・確定に当たっては，これ

らソフト・ローの成果を反映させるべきであ

る。そこで，これらソフト・ローの成果のう

ち合理的なものは，でき得る限り，要件事実

論にも取り込むべきと考える。一方，このよ

うにソフト・ローの成果を取り込んだ要件事

実論は，課税実務にもフィード・バックされ

るのではないかと考える。これを図示すると，

課税実務と訴訟実務とは，下図の関係に立つ

ものと考える。 
 

措置法 66 の 4 
同法施行令 39 条の 12

 
 
 課税実務         訴訟実務  
・措置法通達 66 の 4    要件事実論 
・移転価格事務運営要領 

 
そのような意味で，移転価格税制における

内容の豊かな要件事実論を構築する上で，本

稿が少しでも役に立つことができれば幸いで

ある。 
 

                                                      
(1)  拙稿「課税訴訟における要件事実論の意義」

税大ジャーナル 4 号 1 頁，「再論・課税訴訟にお

ける要件事実論の意義」税大ジャーナル 10 号

27 頁 
(2)  拙稿「移転価格税制の適用範囲と独立企業間

価格の算定方法」ジュリスト 1289 号 236 頁，「無

形資産取引と移転価格税制の課税要件」Lexis
企業法務 8 号 17 頁，「移転価格税制における独

立企業間価格の証明責任」ビジネスロー・ジャ

                                                                         
ーナル 6 号 69 頁 

(3)  控訴審は，高松高判平 18・10・13（訟月 54
巻 4 号 875 頁）で， 高裁が，平成 19 年 4 月

10 日に上告棄却・不受理決定をし，確定してい

る。 
(4)  1 審で確定している。 
(5)  控訴審は，東京高判平 20・10・30（LEXDB

文献番号：25450511）で，控訴審で確定してい

る。 
(6)  控訴審係属中である。 
(7)  本文掲記の裁判例のほか，国税不服審判所裁

決平 14・5・24（裁決事例集 63 巻 454 頁）が

あり，親会社が子会社の経営支援の契約である

キープウエル契約につき，銀行が行っている保

証と機能が同じであるとして，銀行の保証料を

独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法で算

定することができるとしている。 
(8)  拙稿「移転価格税制における独立企業間価格

の立証― 近の裁判例を素材にして」租税研究

715 号 245 頁 
(9)  『昭和 61 年改正税法のすべて』210 頁，注 3

掲記の高松高判平 18・10・13 
(10) オウブンシャ事件の 判平 18・1・24（判時

1923 号 20 頁）参照 
(11) 山川博樹『我が国における移転価格税制の執

行―理論と実務―』57 頁 
(12) 岡田至康監修『新移転価格ガイドライン』7

頁 
(13) 羽床正秀ほか『移転価格税制詳解平成 16 年

版』734 頁 
(14) 注 3 掲記の高松高判平 18・10・13 
(15) 金子宏『租税法第 14 版』430 頁 
(16) 本文「はじめに」掲記の大阪地判平 20・7・

11 
(17) 国税不服審判所平成 16・7・5 裁決・未公表 
(18) 『昭和61年改正税法のすべて』204頁。なお，

同様の例は，移転価格事務運営要領の別冊第 1
章事例 1 の解説にも参考としてあげられている。 

(19)  『昭和 61 年改正税法のすべて』204 頁 
(20) 木村弘之亮『多国籍企業税法』471,472 頁 
(21) 木村・前掲多国籍企業税法 203 頁 
(22) 刑法では，未遂犯や共犯について，同法の各

条に規定された構成要件の修正であり，「修正構

成要件」というが，「準ずる方法」は，法定の算

定方法という課税要件を修正するものであり，
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「修正された課税要件」ということができよう。 

(23) 規範的要件の意義については，注 1 掲記の拙

稿を参照されたい。 
(24) 要件事実は，あくまでも要件に直接該当する

具体的事実であり，例えば，貸付契約について

も具体的事実として書く必要があるが，煩雑に

なるので，この点は簡略化して書いている。 
(25) 具体的な分析は，拙稿・前掲租税研究 715 号

257 頁を参照されたい。 
(26) 要件事実は，あくまでも要件に直接該当する

具体的事実であり，例えば，役務提供契約につ

いても具体的事実として書く必要があるが，煩

雑になるので，この点は簡略化して書いている。 
(27) この規則の適用例として，内国歳入庁は，債

務引受けを再支払いに引き直して，独立企業間

価格を算定した課税処分を行ったが，租税裁判

所で経済実質があるとして違法とされており

（Claymont Invs.,Inc v.CIR,90 TCM(CCH）

462(2005)，経済実質を伴わないというのは容易

ではない。この租税判決の詳細については，

Bowen & Carden,"Claymont 
Investment,Inc.v.Comr:Transfer Pricing and 
Economic Substance Implications" 35 Tax 
Mgmt.Int'lJ.195(2006) を参照されたい。 

(28) OECD,"Transfer Pricing Aspects of 
Business Restructuring:Discussion Draft for 
Public Comment"，このドラフトの意義につい

ては，井阪喜浩「国際課税の 近の動向」租税

研究 716 号 146 頁以下が参考となる。 
(29) 注 28 のドラフト・パラ 209,213 
(30) 泉徳治ほか『租税訴訟の審理について改訂新

版』206 頁 
(31) 拙稿・前掲ジュリスト 1289 号 238 頁 
(32) 拙稿・前掲ジュリスト 1289 号 239 頁 
(33) 消極的事実の立証で有名な問題は，民法 896

条の相続の効果を主張するに当たり，他に相続

人がいないことまで主張立証すべきとの見解

（のみ説）と主張者が相続人であることだけを

主張立証すれば足り，他に相続人がいることは

抗弁であるとする見解（非のみ説）の対立があ

る。のみ説は消極的事実の主張立証を要求する

ものであり，実務は，非のみ説をとっている（村

田渉ほか編『要件事実論 30 講第 2 版』433 頁）。 
(34) このように消極的事実の立証について事実上

推定の考え方を持ち込むのは，消費税の仕入れ

                                                                         
税額控除の帳簿書類等の保存について，東京地

裁平成 11 年 3 月 30 日判決（訟月 46 巻 2 号 899
頁）が，「保存しない場合」を要件事実とした上

で，帳簿の提示拒否から事実上推定できるとし

たのが参考となる。この判決の意義については，

拙稿・前掲税大ジャーナル 4 号 12 頁以下を参照

されたい。 
(35) Report of the OECD Committee on Fiscal 

Affairs "Transfer Pricing and Multinational 
Enterprises" 

(36) 『昭和 61 年改正税法のすべて』188 頁以下 
(37) 『昭和 61 年改正税法のすべて』199 頁 
(38) 金子宏『所得課税の法と政策』373 頁 
(39) 羽床正秀ほか『移転価格税制詳解平成 21 年

版』645 頁 
(40) 1986 年の米国財務省と内国歳入庁による A 

Study of Intercompany Pricing under Section 
482 of the Code も，独立価格比準法は，他の方

法に優先するとの理論的な理由があるが，再販

売価格基準法，原価基準法及びその他の方法の

間での理論的な優先関係は見受けられないとし

ている（同 Study at 33）。 
(41) 拙稿・前掲ビジネスロー・ジャーナル 6 号 76

頁 
(42) 拙稿・前掲 Lexis 企業法務 8 号 17 頁以下を参

照されたい。 
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